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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海底のろ過砂層及び支持砂利層を浸透してきた海水を、前記支持砂利層に埋設された取
水管で取水する海水浸透取水設備の、前記ろ過砂層から目詰まりの原因となる懸濁物質を
取り除いて洗浄するシステムであって、
　前記ろ過砂層に埋設され、噴気孔を有した散気管と、この散気管に空気を送り込む圧縮
エアー送出手段とを備え、
　前記散気管の埋設深度は、２００～７００mmの範囲とし、
　前記散気管は複数本並べて埋設し、各散気管の配置間隔は、１００～６００mmの範囲と
し、
　前記噴気孔の配置ピッチは、１００～７００mmの範囲とし、
　前記圧縮エアー送出手段から前記散気管に送り込む１噴気孔あたりの空気の体積流量は
、２～３０Ｌ／ｍｉｎの範囲とし、
　以上の条件の下で、前記噴気孔から前記空気を噴出させることにより前記ろ過砂層のろ
過砂を攪拌し、前記ろ過砂層に混入又は堆積した前記懸濁物質を取り除くことを特徴とす
る洗浄システム。
【請求項２】
　前記噴気孔は、海底における設置時に水平方向よりも下向きとなる範囲に設けたことを
特徴とする請求項１に記載の洗浄システム。
【請求項３】
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　前記噴気孔の孔径は、前記ろ過砂の平均粒径の５倍以下のサイズとしたことを特徴とす
る請求項１又は２に記載の洗浄システム。
【請求項４】
　前記噴気孔は、隣接する他の散気管の噴気孔と干渉しない位置に設けたことを特徴とす
る請求項１～３の何れかに記載の洗浄システム。
【請求項５】
　前記噴気孔の形状は、前記散気管の外部側に突出したノズル状であることを特徴とする
請求項１～４の何れかに記載の洗浄システム。
【請求項６】
　前記散気管の形状は、海底における設置時に前記噴気孔の位置が上下方向に最も低い位
置となるように、波状に曲げられていることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の
洗浄システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海底に設置される海水浸透取水設備のろ過砂層から目詰まりの原因となる懸
濁物質を取り除く、ろ過砂層の洗浄システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば海水淡水化プラントにおいて、不純物のより少ない清浄な海水を得るために、海
底に支持砂利層とろ過砂層を設置し、これらの層を浸透してきた海水を支持砂利層に埋設
された取水管で取水する海水浸透取水設備が利用されている（例えば、特許文献１の図１
）。
【０００３】
　この海水浸透取水設備で実施される浸透取水法では、取水を続けていると、ろ過砂層の
目詰まりの原因となる例えばシルトやプランクトンなどの懸濁物質（以下、単に「懸濁物
質」という。）がろ過砂層の表面に堆積し、内部にも混入するため、この懸濁物質によっ
て、ろ過砂層内の空隙が次第に詰まった状態となる。また、空隙が詰まって圧力損失が大
きくなった状態を放置していると、ろ過砂層が完全に閉塞し、最終的には取水ができなく
なる。そこで、浸透取水法では、ろ過砂層から懸濁物質を定期的に取り除いて洗浄する必
要がある。
【０００４】
　従来、海水浸透取水設備では、一般的な砂ろ過装置と同様、ろ過砂層内に水又は海水を
注入することによりろ過砂を攪拌し、逆洗浄する方法が採られている。
【０００５】
　しかし、海底に設置される浸透取水設備は、取水エリアが広大となった場合に、洗浄に
必要な水又は海水の量も取水エリアの面積に応じて大きくなる。そのため、洗浄設備は大
型化し、工事規模が大きくなり、ランニングコストも高くなる。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３３９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする問題点は、従来のろ過砂層の洗浄システムは、ろ過砂層に水
又は海水を注入する方式のため、洗浄設備が大型化し、工事規模やランニングコストが増
大する要因になっていた点である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は、ろ過砂層に水又は海水を注入する従来の方式と比較して設備を小型化でき、
低コストで、かつ、優れた洗浄能力を発揮する、ろ過砂層の洗浄システムを提供すること
を目的としている。
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明は、
　海底のろ過砂層及び支持砂利層を浸透してきた海水を、前記支持砂利層に埋設された取
水管で取水する海水浸透取水設備の、前記ろ過砂層から目詰まりの原因となる懸濁物質を
取り除いて洗浄するシステムであって、
　前記ろ過砂層に埋設され、噴気孔を有した散気管と、この散気管に空気を送り込む圧縮
エアー送出手段とを備え、
　前記散気管の埋設深度は、２００～７００mmの範囲とし、
　前記散気管は複数本並べて埋設し、各散気管の配置間隔は、１００～６００mmの範囲と
し、
　前記噴気孔の配置ピッチは、１００～７００mmの範囲とし、
　前記圧縮エアー送出手段から前記散気管に送り込む１噴気孔あたりの空気の体積流量は
、２～３０Ｌ／ｍｉｎの範囲とし、
　以上の条件の下で、前記噴気孔から前記空気を噴出させることにより前記ろ過砂層のろ
過砂を攪拌し、前記ろ過砂層に混入又は堆積した前記懸濁物質を取り除くことを最も主要
な特徴としている。
【００１０】
　上記本発明によれば、ろ過砂層に埋設された散気管に圧縮エアー送出手段から空気を送
り込むことにより、散気管に設けた噴気孔から高圧の空気が噴出する。そして、この噴気
孔から噴出する高圧の空気の気泡により、ろ過砂が攪拌されるので、ろ過砂層の内部に混
入または表面に堆積した懸濁物質を取り除くことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、ろ過砂に対する作動流体として圧縮空気を使用するので、ろ過砂層に水又は
海水を注入する従来の方式と比較して設備を小型化し、工事規模やランニングコストを低
減できる。また、本発明は、圧縮エアー送出手段から散気管に定期的に空気を送り込むこ
とにより、ろ過砂層の目詰まりを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の洗浄システムの構成を説明する図である。
【図２】散気管の横断面図であり、（ａ）はろ過砂が流入しにくい噴気孔の位置の範囲を
説明する図、（ｂ）は図１の実施例における噴気孔の位置を示す図である。
【図３】噴気孔の干渉を避ける実施例を示す図であり、（ａ）は噴気孔を左右交互に千鳥
状に配置する構成の図、（ｂ）は噴気孔を同じ位置で左右に設け、隣接する他の散気管の
噴気孔とは位置をずらす構成の図である。
【図４】噴気孔の形状をノズル状とする実施例を示す図であり、（ａ）は噴気孔の周囲を
押し出し成形する場合の図、（ｂ）は別部材でノズルを取り付ける場合の図、（ｃ）は（
ｂ）のノズルの形状を説明する図である。
【図５】散気管を波状に曲げたものとする実施例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ
）は正面図、（ｃ）は側面図である。
【図６】散気管をジョイント式で波状に曲げたものとする実施例の説明図であり、（ａ）
は１つのユニットを示す正面図、（ｂ）は複数のユニットを連結した状態を示す正面図、
（ｃ）は側面図である。
【図７】散気管の埋設深度（（ａ）：１００mm、（ｂ）：３００mm、（ｃ）：５００mm、
（ｄ）：１０００mm）と、気泡の噴出範囲の関係を確認した試験結果のイメージ図である
。
【図８】散気管の埋設深度（（ａ）：３００mm、（ｂ）：５００mm）と、噴気孔１孔あた
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りの気泡の噴出範囲の関係を確認した試験結果のイメージ図である。
【図９】散気管に送り込む空気の体積流量（（ａ）：８０Ｌ／ｍｉｎ、（ｂ）：１５０Ｌ
／ｍｉｎ、（ｃ）：３００Ｌ／ｍｉｎ）と、気泡の噴出範囲の関係を確認した試験結果の
イメージ図である。
【図１０】噴気孔の周囲をろ過砂の径よりも小さい孔径のネットで覆う実施例を示す図で
ある。
【図１１】噴気孔の周囲をろ過砂の径よりも小さい孔径の多孔質体で覆う実施例の図であ
り、（ａ）は多孔質体を取り付ける前の状態を示す図、（ｂ）は噴気孔の位置に多孔質体
を取り付けた状態を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態を、図１～図１１を用いて詳細に説明する。
【実施例】
【００１４】
　図１において、１は、海底に設置されたろ過砂層２及び支持砂利層３を浸透してきた海
水を、支持砂利層３に埋設された取水管４で取水する海水浸透取水設備である。取水管４
は、取水孔を有する管であり、集水ポンプと接続することにより、ろ過砂層２及び支持砂
利層３を浸透してきた海水を取水するものである。
【００１５】
　５は、ろ過砂層２に埋設され、噴気孔６を有する散気管７と、この散気管７に空気を送
り込む圧縮エアー送出手段８とで構成され、ろ過砂層２の目詰まりの原因となる懸濁物質
を取り除いて洗浄する本発明の洗浄システムである。
【００１６】
　本実施例では、散気管７は、水平方向に複数本並べて埋設されている。各散気管７は、
集合管９と接続されており、集合管９がコンプレッサや空圧タンクなどで構成される圧縮
エアー送出手段８と接続されている。本実施例の各散気管７は直管であり、一定間隔で噴
気孔６が設けられている。１０は、噴気孔６から噴出された空気の気泡を示している。
【００１７】
　本発明は、上記散気管７をろ過砂層２に埋設したので、圧縮エアー送出手段８から定期
的に空気を散気管７に送り込んで、噴気孔６から高圧の空気を噴出させることにより、ろ
過砂層２のろ過砂を攪拌し、ろ過砂層２の内部に混入または表面に堆積した懸濁物質を、
ろ過砂層２の上方の海水１１中に巻き上げて洗浄することができる。海水１１中に巻き上
げられた懸濁物質は、例えば波浪や潮流によって取水エリアの系外に排出される。
【００１８】
　図２は、散気管７の横断面図である。噴気孔６は、図２（ａ）において矢印で示すよう
に、海底における設置時に水平方向よりも下向きとなる範囲に設けることが望ましい。噴
気孔６を設ける位置を上向きとした場合は、洗浄を行わない待機時に散気管７内にろ過砂
が流入し易くなるからである。噴気孔６を設ける位置を水平方向よりも下向きとした場合
は、散気管７の内圧が外部よりも高ければ、ろ過砂の流入を防止できる。
【００１９】
　また、噴気孔６の孔径は、散気管７内へのろ過砂の逆流を抑制する目的で、ろ過砂の平
均粒径の５倍以下のサイズとする方が望ましい。
【００２０】
　図１の実施例では、図２（ｂ）に示すように、散気管７の断面の設置時における鉛直下
方向の下端を基準（０°）とした場合、左右に±３０°回転させた位置に噴気孔６を２つ
設けている。また、噴気孔６の向きは、散気管７の管中心から放射状になるようにしてい
る。以上の構成によれば、散気管７内への砂の流入を防止できると共に、１本の散気管７
であっても広範囲に高圧の空気を噴出できる。
【００２１】
　本発明は、管全体から気泡が出る多孔質の散気管を使用しても良いが、供給空気量が同
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じであれば、図２（ｂ）の方式の方が、より高圧の空気を噴出させることができ、噴気孔
６の周囲のろ過砂に対する洗浄効果が高まる。
【００２２】
　噴気孔６は、散気管７を平面から見た図３に示すように、隣接する他の散気管７の噴気
孔６と干渉しない位置に設ける方が、空気の噴出力が阻害されず、全体として洗浄効果が
高まる。具体的には、図３（ａ）に示すように、１つの散気管７に対し噴気孔６は左右交
互に配置し、隣接する他の散気管７との間で噴気孔６の位置を揃えて、噴気孔６を千鳥状
に配置する構成が採用できる。
【００２３】
　また、他の実施例として、図３（ｂ）に示すように、１つの散気管７に対し噴気孔６を
同じ位置で左右に設け、隣接する他の散気管７の噴気孔６とは位置をずらす構成を採用し
ても良い。
【００２４】
　図２に示す散気管７の構成では、ろ過砂層２の洗浄終了時に散気管７の内圧が外圧より
も小さくなると、散気管７内に海水と共にろ過砂が逆流する可能性がある。この逆流した
ろ過砂が散気管７内に蓄積し続けると、最悪の場合、散気管７が閉塞する虞がある。
【００２５】
　そこで、本発明では、噴気孔６の形状は、散気管７の外部側に突出したノズル状とする
方が、仮に、散気管７内にろ過砂が逆流しても、次の洗浄時等に外部に排出され易くなる
ので、好適である。
【００２６】
　具体的には、図４（ａ）に示すように、噴気孔６の周囲６ａを押し出し成形することで
噴気孔６の形状をノズル状とする構成が採用できる。また、図４（ｂ）に示すように、散
気管７に対し別部材でノズル６ｂを取り付けても良い。ノズル６ｂの取付け位置は、海底
での設置時に鉛直下方向を基準（０°）として、例えば±６０°回転させた位置に設けれ
ば良い。
【００２７】
　この別部材とするノズル６ｂは、図４（ｃ）に示すように、外形は円筒状であるが、内
側に截頭円錐状に成形されたノズル面６ｂａを有している。このようなノズル６ｂは、例
えばゴムや合成樹脂を成形して製作することができる。
【００２８】
　また、本発明では、ろ過砂の逆流を防止することを目的として、散気管７の形状は、海
底における設置時に噴気孔６の位置が上下方向に最も低い位置となるように、波状に曲げ
られている構成を採用しても良い。
【００２９】
　具体的には、例えば、図５（ａ）～（ｃ）に示すように散気管７を波状に曲げることに
より、噴気孔６を設けた位置が、海底における設置時に上下方向に最も低い位置となるよ
うにする。このようにすれば、仮に、散気管７内にろ過砂が逆流しても、傾斜により噴気
孔６へ向けてろ過砂が誘導されるので、次の洗浄時等に容易に外部に排出することができ
る。
【００３０】
　また、波状に曲げる場合、散気管７は、図６に示すように、複数のユニット７ａを連結
して構成されるジョイント式の散気管としても良い。図６の実施例では、図６（ａ）に示
すような形状のユニット７ａを、図６（ｂ）及び（ｃ）に示すように所要の数だけ連結し
た散気管を用いることで、ろ過砂が外部に排出され易くなるという図５の実施例と同様の
効果が得られる。
【００３１】
　散気管７の埋設深度（ろ過砂層２の表面から散気管７の噴気孔６までの距離）は、浅す
ぎると、ろ過砂層２内で気泡が拡散せずに噴気孔６の直上でのみ気泡１０が噴出する上、
波浪や船舶の通行による海底の洗掘により、散気管７が海中に露出する虞もある。一方で
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、散気管７の埋設深度は、深すぎると、ろ過砂層２の抵抗が大きくなり、気泡１０がろ過
砂層２の上方の海中へ噴出せず、ろ過砂層２中に空気だまりが発生して、均質な洗浄が行
えない。
【００３２】
　そこで、本発明者らは、散気管群（噴気孔径２mm、噴気孔の取付け角度３０°、噴気孔
ピッチ３００mm、散気管の間隔３００mm）を、埋設深度１００mm、３００mm、５００mm、
１０００mmで設置した場合における、気泡１０の噴出範囲を確認する試験を行った。図７
は、その試験結果を示す、ろ過砂層２を平面の方向から見たイメージ図である。
【００３３】
　埋設深度１００mm（図７（ａ））では、深度が浅いため噴気孔６から噴出した空気が分
散する距離が不足し、気泡１０は専ら噴気孔６の上方に噴出し、気泡１０のサイズも大き
なものとなった。そのため、散気管７の間に気泡１０が噴出しない範囲が発生し、洗浄範
囲内を均一に洗浄することは不可能であった。
【００３４】
　埋設深度３００mm（図７（ｂ）では、気泡１０の噴出範囲は、後述する埋設深度５００
mmの場合と比較すれば、気泡がやや分散しにくく噴気孔６の上方に大きな気泡が噴出し易
い傾向はあったが、概ね散気管７の設置範囲に均一に噴出することが確認された。
【００３５】
　埋設深度５００mm（図７（ｃ））では、散気管７の設置範囲に最も均一に気泡１０が噴
出することが確認された。
【００３６】
　埋設深度１０００mm （図７（ｄ））では、ろ過砂層２が厚くなったことで抵抗が増加
し、気泡１０は散気管７の設置範囲外である壁面や集合管付近から噴出しやすくなり、散
気管７の設置範囲内を均一に洗浄することは不可能であった。
【００３７】
　以上の試験結果に埋設深度２００mm及び７００mmとした場合の評価も加え、表１にまと
める。評価は「５」が最も良い、「１」が最も悪いで、５段階で評価した。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
　表１より、散気管７の埋設深度は、評価が「３」以上である２００～７００mmの範囲と
することが望ましい。また、散気管７の埋設深度は、「４」以上の評価が確認された３０
０～５００mmの範囲とする方がより望ましい。
【００４０】
　次に、散気管７の配置間隔について説明する。図１の実施例のように、散気管７を複数
本水平方向に並べて埋設する場合、各散気管７の配置間隔は、１００～６００mmの範囲と
することが望ましい。
【００４１】
　散気管７の配置間隔は、密に並べ過ぎると、散気管７が海水の浸透を阻害し、取水率が
低下するという問題がある。逆に、散気管７を疎に並べ過ぎると、ろ過砂層２に気泡が均
質に噴出しないという問題がある。本発明者らが検討したところによると、これらの問題
が生じない、散気管７の好適な配置間隔は１００～６００mmの範囲である。
【００４２】
　また、噴気孔６の配置ピッチについて説明する。図１の実施例のように、１つの散気管
７に対し噴気孔６を複数設ける場合、噴気孔６の配置ピッチは、１００～７００mmの範囲
とすることが望ましい。
【００４３】
　噴気孔６の配置ピッチは、小さくし過ぎると、圧縮エアー送出手段８から送り込む圧縮
空気の容量を増大させる必要がある。逆に、噴気孔６の配置ピッチを大きくしすぎると、
洗浄範囲がまばらになる。本発明者らが検討したところによると、これらの問題が生じな
い、散気管７の好適な配置間隔は１００～７００mmの範囲である。
【００４４】
　さらに、本発明者らは、散気管群（噴気孔径２mm、噴気孔の取付け角度３０°、１噴気
孔あたりの空気の体積流量１０Ｌ／ｍｉｎ）を、埋設深度３００mm及び５００mmで設置し
た場合における、噴気孔１孔あたりの気泡の噴出範囲を確認する試験を行った。図８は、
その試験結果を示す、ろ過砂層２を平面の方向から見たイメージ図である。１噴気孔あた
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りの空気の体積流量は、噴気孔６の位置での圧力と温度の条件によるものである。
【００４５】
　上記試験の結果、何れの深度の場合でも、散気管７に送り込む空気の量を増加させるに
従い、噴気孔６から噴出する気泡１０の範囲１２は大きくなり、最終的には、図８に示す
ように、散気管７の軸方向を長軸とする楕円状になった。
【００４６】
　気泡１０が噴出する範囲１２が楕円状になる理由として、散気管７の近傍ではろ過砂層
２の空隙率が大きく気泡が移動しやすいこと、散気管７に気泡１０が付着し散気管７の軸
方向に沿って気泡１０が移動することなどが考えられる。
【００４７】
　気泡１０が噴出する楕円状の範囲１２の大きさは、埋設深度３００mm（図８（ａ））の
場合、長軸の長さＬ１が３５～４０cm、短軸の長さＬ２が２５～３０cmとなった。一方、
埋設深度５００mm（図８（ｂ））の場合、長軸の長さＬ１が４０～４５cm、短軸の長さＬ
２が３０～３５cmとなった。
【００４８】
　このように本発明者らが行った試験によれば、１つの噴気孔６から噴出される気泡１０
の範囲は、散気管７の埋設深度にも依存することが確認された。これは、散気管７の埋設
深度を深くする程、気泡１０はろ過砂層２の表面に達するまでの間に分散し、広がるため
と考えられる。
【００４９】
　以上より、散気管７の埋設深度を３００～５００mmの範囲とする場合は、散気管７の配
置間隔は、１００～３００mmの範囲とすることが好ましい。
【００５０】
　また、散気管７の埋設深度を３００～５００mmの範囲とする場合は、噴気孔６の配置ピ
ッチは、１５０～５００mmの範囲とすることが好ましい。
【００５１】
　さらに、本発明者らは、散気管群（噴気孔径２mm、噴気孔の取付け角度３０°、噴気孔
ピッチ３００mm、散気管の間隔３００mm、埋設深度５００mm）に送り込む空気の体積流量
と、気泡の噴出範囲との関係を確認する試験を行った。図９（ａ）～（ｃ）は、空気の体
積流量８０Ｌ／ｍｉｎ、１５０Ｌ／ｍｉｎ、３００Ｌ／ｍｉｎの各条件で試験したときの
試験結果を示す、ろ過砂層２を平面の方向から見たイメージ図である。
【００５２】
　散気管７に送り込む空気の体積流量が１５０Ｌ／ｍｉｎ（１噴気孔あたり１０Ｌ／ｍｉ
ｎ）までの間は、空気の体積流量の増加に伴い、気泡１０の噴出範囲は徐々に広がること
が確認された。
【００５３】
　散気管７に送り込む空気の体積流量が１５０～２００Ｌ／ｍｉｎ（１噴気孔あたり１０
～１３Ｌ／ｍｉｎ）の範囲では、散気管７の設置範囲に均一に気泡が分散されることが確
認された。
【００５４】
　散気管７に送り込む空気の体積流量が２００Ｌ／ｍｉｎ（１噴気孔あたり１３Ｌ／ｍｉ
ｎ）を超える場合は、噴出する気泡１０の径が大きくなることが確認された。気泡１０の
径が大きくなると、気泡１０に付随してろ過砂が舞い上がりやすくなり、ろ過砂が流出す
る虞がある。
【００５５】
　以上より、前述の試験条件（噴気孔径２mm、噴気孔の取付け角度３０°、噴気孔ピッチ
３００mm、散気管の間隔３００mm、埋設深度５００mm）での、圧縮エアー送出手段８から
散気管７に送り込む空気の体積流量は、１噴気孔あたりの流量が１０～１３Ｌ／ｍｉｎの
範囲とすることが好ましい。ただし、噴気孔ピッチや散気管の間隔が前記の実験条件と変
われば、体積流量の範囲は変動すると予想される。このため、体積流量の範囲は２～３０
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【００５６】
　以上説明したように、本発明は、ろ過砂に対する作動流体として圧縮空気を使用するの
で、ろ過砂層に水又は海水を注入する従来の方式と比較して設備を小型化し、工事規模や
ランニングコストを低減できる。また、本発明は、圧縮エアー送出手段から散気管に定期
的に空気を送り込むことにより、ろ過砂層の目詰まりを確実に防止できる。
【００５７】
　本発明は、前記の例に限るものではなく、各請求項に記載の技術的思想の範疇であれば
適宜実施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。
【００５８】
　例えば上記の実施例では、圧縮エアー送出手段８から空気を送り込みろ過砂層を逆洗浄
したときに、ろ過砂層２の上方に巻き上げられた懸濁物質は、波浪や潮流を利用して取水
エリアの系外に排出する例を開示したが、懸濁物質を取り除く手段はこれに限らない。例
えば、ろ過砂層２の上方に吸水ポンプと接続された吸水管を設け、ろ過砂層２の上方に巻
き上げられた懸濁物質を、吸水管から吸引するように構成しても良い。
【００５９】
　また、上記の実施例では、ろ過砂が噴気孔から散気管内に逆流しないようにする構成と
して、噴気孔は海底における設置時に水平方向よりも下向きとなる範囲にのみ設ける構成
や、噴気孔自体をノズル状とする構成（図４（ａ））、噴気孔に別部材のノズルを取り付
ける構成（図４（ｂ））などを開示したが、ろ過砂の逆流を防止する手段はこれらに限ら
ない。
【００６０】
　例えば、図１０に示すように、散気管７をろ過砂の径よりも小さい孔径のネット１３で
覆うことにより、ろ過砂の逆流を防止しても良い。あるいは、図１１に示すように、ろ過
砂の径よりも小さい孔径の輪状の多孔質体１４を、散気管７の噴気孔６の位置に取付ける
ことにより、ろ過砂の逆流を防止しても良い。
【００６１】
　上記いずれの構成を用いた場合も、噴気孔６を設ける範囲を水平方向よりも下側に限定
する必要は無くなり、噴気孔６を散気管７の全周のどの位置に設けた場合でも、ろ過砂の
逆流を防止できる。なお、図１０では、ネット１３を散気管７全体に取り付ける例を示し
たが、ネット１３は、図１１の実施例と同様、噴気孔６が存在する位置にのみ取り付けて
も良い。
【符号の説明】
【００６２】
１　海水浸透取水設備
２　ろ過砂層
３　支持砂利層
４　取水管
５　洗浄システム
６　噴気孔
７　散気管
８　圧縮エアー送出手段
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